
















われる。 これらの措置をとることによって， 前

記の相当性に関 する懸念も 低減することができ

るといえよう 19）。

4. 部品購入市場における競争に対する影響

なお， 部品共同購入がいわゆる購入価格カル

テルとして各部品の購入に係る市場において競
争の実質的制限を生じることがないかが問題と

なり得るところ， 両社のX商品における合算

市場シェアは前記のとおり相当の水準に達する

ものの， 共同購入対象部品は汎用 品であるか

ら， 両社の部品購入量シェアは僅少であると思

われる。 このことは， 各部品メ｝カ｝の売上高

に占める両社向け売上高の割合が最も大きなと

ころで約8%， 大半は3%程度にとどまってい

ることからもうかがしミ知ることができょう。

したがって， 本件業務提携が各部品の購入に

係る市場において直ちに競争を実質的に制限す

るおそれは低いと考えられる。

19) なお， 本件業務提携が長期間にわたり継続していく

ことが見込まれる場合には， 将来における市場環境の変化に

より競争分析の内容及び結論も変化していくことがあり得る
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ことから， 本件業務提携の適法性に関する検証・監査を将来

にわたって随時行うこととすることが望ましいといえよう。


